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■APALA訪日イベントにご参加ください！ 

2019 年 10 月 25 日(金)・26 日(土)、法政大

学フェアレイバー研究所・APALA 訪日実行委員会と

共催で、APALA(Asian Pacific American Labor 

Alliance,AFL-CIO、アジア太平洋系アメリカ人労働

者連合)のメンバーを迎えてアメリカの労働運動を学

び、交流できるイベントを行います！ 

APALAは、1992年に結成されたアジア系太平洋

諸島系の移民やアメリカ人労働者で構成されるアメリ

カの全国組織です。アメリカでは、教員によるストライキ

が行われるなど若者による労働運動が活性化してお

り、日本においても労働組合の活性化に向けて学ぶ

べきところが多いのではないでしょうか。 

10 月 25 日 18:00～は「教員ストライキの教訓」

をテーマに、10月 26 日 14:00～は「労働運動を元

気にする」をテーマに、アメリカの労働運動を紹介しても

らいつつ、意見交換をする企画になっています。 

皆さまのご参加はもちろん、労働運動に携わってい

る方に広く参加いただきたいと思いますので、ぜひお知

り合いの方に拡散ください！ 

 

   ［発信元］     日本労働弁護団 
〒101-0062 千代田区神田駿河台 3-2-11 連合会館 4 階 
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■賃金等請求権の消滅時効を改正民法に

合わせることを求める声明を発表しました！ 

現在、労政審において、賃金等請求権の消滅時

効の期間について議論されていますが、改正民法の施

行を来年4月に控えた現時点においても、未だに結論

が出ていません。 

そこで、2019年 10月 18日、当弁護団は、賃金

等請求権の消滅時効を改正民法に合わせて 5 年と

し、施行日以降に到来する賃金等請求権を適用対

象とすることを求める声明を発表しました。 

労基法の規定を残して消滅時効期間 2 年を維持

するということは、民法よりも過酷な条件を労基法にお

いて維持するということになり、労働者保護を趣旨とす

る労基法の理念に矛盾します。また、使用者側が2年

を維持するために、①記録保管のコストの増加、②弁

護士費用の増加等の主張をしていますが、①記録保

管には電子データを利用すれば容易であり、確定申告

にかかる記録の保存期間が 7 年であることに鑑みれ

ば、さほどの負担増ではありません。そして、②残業代

等を含む賃金を支払っていれば、紛争が生じることも

無く、弁護士費用等が増加することもないため、いずれ

も考慮に値しない理由だと言えます。 

また、改正民法附則 10 条により施行日前に労働

契約を締結した者の消滅時効は2年のままという意見

がありますが、こちらについても、労働契約が長い人ほど

消滅時効の期間が短くなるという不利益を被ることに

なり、不合理な解釈だというべきでしょう。 

このように、賃金等請求権についての消滅時効につ

いては、早急に改正民法に合わせるべきなのです。 

皆さんも是非、声明の拡散にご協力下さい！ 

ほぼ毎週
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